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午後２時７分開議 

 

○委員長（中島賢治君） ただいまから議会運営委員会を開きます。 

 なお、前田委員より欠席する旨連絡が参っておりますので、御了承願います。 

 協議に先立ちまして、事務局より報告がございますので、お聞き取り願います。議会事務局

長。 

○議会事務局長 事務局長の久我でございます。 

12月12日の茂呂議員の一般質問の際、一括質問による２回目の答弁中に、残り時間８分のう

ち約３分間時間が進んでしまう事態が発生いたしました。このことにつきまして、大変御迷惑

をおかけしたことをおわび申し上げます。３回目の発言冒頭の茂呂議員の御指摘を受けまして、

残り時間を確保する調整をさせていただいたところですが、あってはならない不手際でござい

ます。 

 原因でございますけれども、残時間表示器の時間の止め忘れによるものでございます。今後

は、このようなことが再び起こらないよう、残時間管理につきまして、複数人体制で確認を行

うなど、しっかり対応してまいります。加えまして、システム等による対応ができないかにつ

いても検討していきたいと考えております。大変申し訳ございませんでした。 

○委員長（中島賢治君） お聞きのとおりでございます。 

 

追加議案について 

○委員長（中島賢治君） それでは、協議に入ります。 

 初めに、追加議案について事務局より説明いたさせます。事務局次長。 

○議会事務局次長 追加議案につきまして御説明申し上げます。 

 着座にて失礼いたします。 

 今回追加されます議案は、追加議案一覧表の記載のとおり、補正予算２件、条例議案１件、

人事案件２件の計５件でございます。 

 議案第154号及び第155号は、各会計補正予算、議案第156号は、千葉市証明等手数料条例の

一部改正について、議案第157号は、千葉市人事委員会の委員の選任について、そして、議案

第158号は、人権擁護委員の推薦についてでございます。 

 追加議案の取扱いですが、まず、議案第154号から第156号までの補正予算議案及び条例議案

につきましては、12月15日の本会議再開後の議事の流れについてを御覧いただきたいと思いま

す。 

 再開後の本会議で日程を追加していただき、追加議案の上程、提案理由説明の後、一旦休憩

をいたしまして、全員協議会での議案研究をお願いいたします。 

 なお、この全員協議会は、説明員の人数の関係上、議場にて開催していただきたいと存じま

す。 

 本会議再開後は、追加議案を議案付託一覧表の記載の委員会に付託していただき、本会議は

散会となりますが、散会後は、常任委員会を開催していただきたいと存じます。常任委員会で

の審査が終了しましたら、来週18日月曜日に、初日上程の議案等とあわせまして、委員長報告、

討論、採決をお願いしたいと存じます。 
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 続きまして、議案第157号及び第158号の人事案件につきましては、18日月曜日に上程、提案

理由説明の後、一旦休憩をしまして、全員協議会での議案研究をお願いいたします。本会議再

開後は、委員会付託を省略し、採決をお願いしたいと存じます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） それでは、御質疑等があればお願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） 御発言がなければ以上のとおり決定いたします。 

 

発議について 

○委員長（中島賢治君） 次に、発議について事務局より説明いたさせます。事務局次長。 

○議会事務局次長 発議について御説明申し上げます。お手元に配付のとおり、中島賢治議員

外34名より、発議第10号・千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正についてが提出されております。 

 発議の取扱いにつきましては、中島議員から提案理由の御説明をいただき、委員会付託を省

略して採決という流れになります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） 御質疑等があればお願いいたします。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） 御発言がなければ、以上のとおり決定いたします。 

 

意見書・決議案について 

○委員長（中島賢治君） 次に、意見書・決議案について御協議願います。 

 システムに保存されている05番、意見書・決議案一覧表の順に、検討結果を御報告願います。 

 まず、１番、イスラエル・パレスチナ紛争の即時停戦に向けた外交努力を求める決議案につ

いて、自民党さんからお願いいたします。どうぞ。 

○委員（伊藤隆広君） 文中にございます明白な国際人道法違反という法的評価につきまして

は、我が国政府は行っておりません。一方、国連安保理における戦闘休止を求める決議につい

ては、我が国は賛成しており、上川大臣は、全ての当事者が決議に基づいて誠実に行動するこ

とを求めると発言があるなど、外交努力による取組を行っているところでございます。本決議

案には反対いたします。 

○委員長（中島賢治君） 立憲民主・無所属の会さん、お願いいたします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派としましても、もちろん、停戦には賛成するところではあり

ますが、この意見書に対しては、自民党さんもおっしゃったように、難民キャンプに対する空

爆は、明白な国際人道法違反であるということは言いかねる部分、そして、報復というような

文言も入っておりますが、やはり停戦においては、イスラエルとパレスチナ双方による立場を

理解した上で、国際的な公平な立場で停戦を求めていく必要があるというふうに考えることか

ら、この意見書に対しては、賛成いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、公明党さんお願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 先ほど法的な判断については、自民党さんおっしゃられたとおりでご
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ざいます。12日に行われました国連総会の緊急特別会合で、人道目的の即時停戦を求める決議

案採決がなされ、アメリカは反対したんですけれども、日本やそれを含む153か国が賛成して、

賛成多数で決議が採択されたということを考えますと、願意は満たされたのかなというふうに

思いますので、内容というよりも、この意見書の提出には賛成しかねるという次第でございま

す。○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） 私どもも、この意見書には賛成しかねます。理由としましては、今、

各会派の皆様方から言われたとおりでございます。 

 以上です。 

○委員長（中島賢治君） 続きまして２番、児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）

の改正を求める意見書案につきまして、立憲民主・無所属さんお願いいたします。 

○委員（田畑直子君） 我が党としまして、国のほうで、法案のほうを提出している内容と合

致するため、この意見書については賛成します。 

○委員長（中島賢治君） 次、公明党さんお願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 前回、なぜ現行の強制わいせつ罪では不十分で、児童虐待防止法の改

正でないと駄目なのかということについては質問させていただきましたけれども、納得できる

回答をいただけませんでした。 

 政府においては、今週に、合同会議を行って、７月に定めたこども・若者の性被害防止のた

めの緊急対策パッケージの実施の加速化を決めたところです。本パッケージにつきましては、

話題になっています日本版ＤＢＳがうたわれているだけではなくて、男性男児の被害者への支

援を推進するワンストップ支援センターがうたわれて、実際に９月に専用ホットラインが開設

されたところでもありますし、また、加害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯、親

族関係、雇用、師弟関係などについて全国で取締りを強化するといった、そういった強化支援

策が盛り込まれておりますので、会派においては、本パッケージの運用動向を見極めたいとい

うふうに思いますので、賛成いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） 児童虐待防止法の改正ということでありますが、現行法の法律の中で

なぜ取り締まれないのかということも含めまして、この意見書には賛成しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 法改正の前に、現行施策の中で早急に取り組んでいくことがまず必要

だというふうに考えます。また、子供の性被害を防止する法制度の検討につきましては、より

実効的な仕組みとなるように検討するよう、首相の指示、発言がございます。政府の取組もご

ざいますので、これらの取組を見守るべきとの立場から、賛同いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、３番、バス路線維持のための支援制度の拡充を求める意見書案

につきまして、公明党さんお願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 全ての地域でバス路線の維持がどこまで有効なのか、維持にはどのよ

うな支援であるべきなのか、そして、何といっても公費をどこまで入れるべきなのか、また、

バス路線であるのか、本市のように、異なる地域事情に即したグリーンスローモビリティやデ

マンド交通タクシーの運行のほうが有効なのかは、本議会でも各会派がかなり活発に議論をし、

様々な意見が表明されたものと承知しております。 
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 公共交通機関の事業者は当然でございますけども、本市においても、当局に対して千葉市の

実情に合ったバス路線の支援、グリーンスローモビリティ、グリスロはかなり公費が既に入っ

ておりますけども、そういったデマンドタクシーも含めて、そういった支援を今後求めてまい

りますが、国に対して本意見書案の内容で提出することについては賛同しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さんお願いいたします。 

○委員（守屋 聡君） 今、公明党さん言われたと同様に、具体的には、バス路線維持のため

の支援制度は必要だとは思いますけれども、実際問題の現実的なところとして、運転手さんの

成り手がいない等々いろいろな問題がありますので、この細かなところで言えば、ちょっと意

見書には賛成しかねますというところであります。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 支援は、確かに必要ではございますけれども、バス路線を含めて、地

域住民の移動の手段を確保することにつきましては、行政による財政支援だけではなくて、民

間の各事業者との連携協働も含め、総合的に考えていくことが重要でございます。 

 政府では、地域の公共交通リ・デザイン実現会議の下、交通分野の事業者とほかの分野の事

業者等と、連携協働についての協議をしている、議論をしているという承知しておりまして、

これらの議論も見守るべきとの立場でございます。今回の意見書案には賛同いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次に、立憲民主・無所属の会さんお願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派としても、様々な交通手段、ライドシェアやデマンド交通な

どの多角的な手段の導入も必要と考えます。しかしながら、バス路線の維持については、国も

動いていることから、これを加速させるという意味で、この意見書については賛成をさせてい

ただきます。 

○委員長（中島賢治君） 賛成。 

○委員（田畑直子君） 賛成で。 

○委員長（中島賢治君） ４番、犬猫の食用を禁止する法整備を求める意見書案につきまして、

日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） この問題につきましては、犬猫、確かに日本としてはペットとして扱

われるものでございますけれども、世界的には、じゃ、鯨はどうなのか、ジビエがどうなのか

と前回お話が出たようなところもありますので、この意見書については、我が会派としては賛

成しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 犬猫を食用することにつきましては、日本人の一般的な考え方にはな

いところでありますが、日本人の考え方にはないからといって、その食文化を否定することは、

まさしく多様性の観点からもよろしくございません。 

 先ほど守屋委員おっしゃったとおり、我が国は鯨を食する文化ですとか、地域によってはウ

ミガメを食する文化とか、そういった地域があったりすると聞いております。他国に日本の食

文化を尊重していただくのと同じように、理解し難い文化であっても、それは尊重していかな

ければならないという立場から、賛同いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属さんお願いします。 

○委員（田畑直子君） 我が会派としても、動物愛護ということは、もちろん重要性を考えて
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いる上で、まず、現状として、日本社会の中の現状では、このことについては問題になってい

ないし、事実としても認められにくいという点。それから、もう一つは、2018年から輸入はし

ていないという現状。そして、３点目としては、食用を目的としたとしても、捕まえること自

体が犯罪で、処罰対象になっているということから、この意見書を通さずとも、処罰されると

いうことを踏まえて、賛成いたしかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、公明党さんお願いします 

○委員（桜井秀夫君） 前回の議運では、鯨やジビエ料理をどう整理するかというところをお

尋ねさせていただきました。ペットなのかどうかが重要であるというような、そんな趣旨の回

答をいただいたというふうに思います。 

 確かに、犬や猫をペットとして飼っておられる方にとっては、こういった食用にするという

ことは許し難い行為、ここでは韓国やベトナムの食文化に対して、嫌悪感を抱くというふうな

強い表現で書かれておりますけれども、飼っておられる方には心情的には察するところがござ

います。ただし、千葉市議会として、提出する意見書として、このような特定の生理的感覚や、

ペットかどうかという線引きで、法整備を求めるかどうかについては、ちゅうちょせざるを得

ません。 

 国会でも議論がなされ、国も食文化は多様であり、慎重に今後の議論を見定めたいというふ

うに答弁していますとおり、文化の多様性という観点からも、慎重な議論が必要かと思います

ので、私たちも本意見書には賛同しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、５番、下水サーベイランス事業の実施を求める意見書案につき

まして、自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） コロナ禍における公衆衛生疫学の専門家の議論や、下水サーベイラン

スの実証実験において、感染状況の見える化を図るということで、早期の予測や対策ができる

などのメリットについて、理解をしているところであり、その実施に当たっての課題を早期に

整理することも求められております。本意見書には、大いに賛同させていただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（中島賢治君） 次、立憲民主・無所属さんお願いします。 

○委員（田畑直子君） 自民党さんと同意見で、賛成させていただきます。 

○委員長（中島賢治君） 次、共産党さんお願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 私どもも、以前この下水の問題を議会でも取り上げていますし、早期

の感染動向の把握という意味では、重要な施策かなというふうに思っています。同時に、ＰＣ

Ｒ検査の体制なんかの強化も必要なんだろうということを申し上げて、賛成をしたいと思いま

す。 

○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） 確かに、下水サーベイランスのこういう調査並びに実証事業でも、有

用性が認められているということは承知しておりますけれども、これを全国的に云々というと

ころでは、もう少し手法とか、方法とか、標準化とか、何かもうちょっといろいろ費用もかか

ることであると思いますので、もう少し必要な、詳細な情報を見極めてからのほうがいいんで

はないかと思いまして、この段階では、この意見書に対しては反対をいたします。 

○委員長（中島賢治君） 次、６番、生物多様性の保全・ネイチャーポジティブの実現に向け
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た対策の強化を求める意見書案につきまして、立憲民主・無所属さんお願いいたします。 

○委員（田畑直子君） 賛成させていただきます 

○委員長（中島賢治君） 次、共産党さんお願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 生物多様性の保全に係る予算の確保、あるいは30ｂｙ30の動き、重要

な取組だというふうには認識しています。同時に、これやはり開発をいかに規制していくかと

同時の議論も必要で、その辺のちょっと不十分さは正直あるんですが、方向性としては賛成を

したいというふうに思っています。 

○委員長（中島賢治君） 次は、日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） ネイチャーポジティブの必要性とか、乱開発の歯止めとか、いろいろ

な意味で、自然を回復軌道に乗せるための試みということでは、総論は賛成なんですけれども、

細かいところで、例えば、学校、園庭のビオトープとか、普及促進すること、これも重要なこ

とであると思いますけれども、これが学校現場でとか、実際どうなのだろうかとかって細かい

ことを考えますと、もう少し詰めた中で賛成をしたいなというところで、現段階では我々の会

派としては、ちょっと賛成しかねます。 

○委員長（中島賢治君） 次、自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） 政府としても、生物多様性保全に向けて新国家戦略を策定しておりま

して、さらなる取組の強化を求める内容でございます。今、御指摘いただいたビオトープにつ

きましては、私も小学校のとき、学校教育においてビオトープを通じた、自然と触れ合うとか、

生物多様性どうするかという教育を受けた人間でございますし、千葉市の教育委員会でも、指

定はして進めている部分ではあると思いますんで、私個人的には、ここもいいなというふうな

と思いました。大いに賛同させていただきます。 

○委員長（中島賢治君） 次、７番、マイナンバーカードの安全と信頼の確保及び現行の健康

保険証廃止の延期を求める意見書案につきまして、公明党さんお願いします。 

○委員（桜井秀夫君） 本意見書案にもございますが、マイナトラブル調査第２弾の報告内容

については、千葉県内でも同様の声があるというふうに伺っておりますので、これは重く受け

止めて、私たちとしても、それらの声を国政のほうに届けていきたいというふうに思います。 

 その一方で、冒頭に８月の中間報告に掲載されているひもづけ誤りに関する総点検の結果に

ついてなんですけれども、つい先日の話ですけれども、12月12日火曜日に開かれましたマイナ

ンバー情報総点検本部の会議で、8,206万件中8,351件と判明したというふうに聞いており、報

道もなされておるところでございます。全体の0.01％であります。この数値の評価非常に難し

く、8,000件もあるというふうにも言えますし、デジタル化を推進する立場からは、0.01％の

トラブルで全体を立ち止まらせていいのかという、そういった姿勢が日本デジタル化を遅らせ

てきたのではないかという声も聞こえてまいります。 

 意見書案の意見事項にありますマイナンバーカードの安全と信頼の確保については、同意す

るところでありまして、政府に引き続きしっかり取り組んでもらいたいところでありますけれ

ども、現行の健康保険証廃止の延期を求めるということについては、さきの会議で岸田首相も、

現行保険証の来年秋の廃止後も、最大１年間は現行保険証を利用可能とし、マイナ保険証を持

たない人に対して、保険証代わりの資格確認証を発行することを改めて、明言していることか

ら、本意見書案には賛同しかねる次第です。 
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○委員長（中島賢治君） 次、共産党さんお願いします。 

○委員（椛澤洋平君） 文中にありますとおり、資格確認の利用割合がもう僅か４％足らずで

すよね。これほとんど事実上の利用現場レベルでは、実効性がないわけでございます。で、そ

のまま突入したら、大変医療現場混乱するという面で申し上げれば、拙速な部分の導入という

のは、やはり医療現場も反対しているわけですから、ちゃんとその声を受けて、やるべきだと

いうことで、この延期という面では、賛同したいというふうに思います。 

○委員長（中島賢治君） 次、日本維新の会・無所属の会さんお願いします。 

○委員（守屋 聡君） 我が党としましては、マイナンバーカードのデジタル化につきまして

は推進するものであります。実際、現場からも様々なトラブル、情報等でもありますように、

様々なトラブルがあることは承知をしておりますが、今いろいろな意味でトラブルを、いろい

ろな形で是正したり、検証したりしている最中ですので、もうしばらく政府の方針、やり方を

見届けて、決して、これはやはり、今、共産党さんおっしゃるように、突っ込んでやみくもに

秋になってすぱっと切るということはできないと思いますけれども、今の段階では、もう少し

我々としては政府を、様子を見たいと思う意味におきましては、この意見書には賛成しかねま

す。 

○委員長（中島賢治君） 自民党さんお願いします。 

○委員（伊藤隆広君） マイナンバー情報総点検本部におきまして、首相から、今、桜井委員

から御説明いただきましたように、総理から、現行の健康保険証の発行を来年秋に終了し、マ

イナ保険証を基本とする仕組みに移行することや、廃止後も、最大１年間は現行の保険証を利

用可能とするほか、マイナ保険証を持たない人に対しては、保険証代わりとなる資格確認証を

発行する方針が示されております。 

 こうした政府の方針を支持することから、この意見書案には賛同いたしかねるところでござ

います。 

○委員長（中島賢治君） それでは、今議運に提出されました意見書案の協議結果を事務局よ

り報告いたさせます。調査課長。 

○調査課長 調査課でございます。 

 協議の結果を報告させていただきます。 

 １番の決議につきましては、全会派反対です。 

 ２番と３番の意見書につきましては、立憲民主・無所属が賛成、自民党、公明党、日本維新

の会・無所属の会が反対です。 

 ４番の意見書につきましては、全会派反対です。 

 ５番と６番の意見書につきましては、自民党、立憲民主・無所属、共産党が賛成、日本維新

の会・無所属の会が反対です。 

 ７番の意見書につきましては、共産党が賛成、自民党、公明党、日本維新の会・無所属の会

が反対です。 

 報告は以上となります。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 お聞きのとおりであります。 

 それでは、過半数の賛成を得られました５番、６番の提出を行う会派は、議運終了後、速や
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かに事務局と調整をお願いいたします。 

 

議事の流れについて 

○委員長（中島賢治君） 次に、18日の議事の流れについて、事務局より説明いたさせます。

事務局次長。 

○議会事務局次長 それでは、来週18日の議事の流れにつきまして、御説明申し上げます。 

 資料は、12月18日の議事の流れについてを御覧いただきたいと思います。 

 18日は、午後１時開議でございます。 

 まず、諸般の報告の後、会議録署名人選任の件でございます。 

 続きまして、各委員長報告、討論、採決でございます。先ほど御説明申し上げましたとおり、

初日上程の議案等々、補正予算、条例議案に係る追加議案をあわせてお願いしたいと存じます。 

 なお、採決順序につきましては、補正予算等に係る追加議案に対する各会派の賛否状況を踏

まえまして、18日に配付させていただきます。 

 続いて、３番の議案第157号及び第158号の人事案件に係る追加議案の審議でございます。 

 先ほど御説明申し上げましたとおり、上程、提案理由説明の後、一旦休憩を入れまして、全

員協議会での議案研究、本会議再開後は委員会付託を省略し、全員協議会での決定した方法に

よりまして、採決をお願いしたいと存じます。 

 続いて４番、発議審議、条例関係でございます。先ほど申し上げました条例発議の審議でご

ざいまして、審議方法につきましては、上程、提案理由の説明の後、委員会付託を省略し、採

決という流れでございます。 

 続いて５番、発議審議のうち今協議いただきました意見書関係でございますが、こちらも４

番と同様、上程、提案理由説明の後、委員会付託を省略し、採決という流れでございます。 

 なお、発議の審議方法に関する資料につきましても、18日に別途配付させていただきます。 

 日程は以上でございますが、最後に、市長より発言がございまして、本定例会は閉会でござ

います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等があればお願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） ございませんか。 

 なければ、以上のとおりお願いいたします。 

 なお、お手元にお配りしてございます追加議案に対する賛否表につきましては、本日の全て

の常任委員会散会後、30分以内に事務局まで御提出をお願いいたします。 

 

その他 

○委員長（中島賢治君） 最後に議長より、令和６年第１回定例会の招集日等について発言し

たい旨の申出が参っておりますので、お聞き取り願います。 

 石川議長。 

○議長（石川 弘君） 令和６年第１回定例会の招集日等について御報告させていただきます。 
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 まず、招集日についてでございますが、予定として２月21日水曜日に招集したい旨、市長よ

りお話がございましたので、御報告させていただきます。 

 会期は、３月19日火曜日までの28日間を予定しております。会期中の日程案につきましては、

皆さん令和６年第１回定例会日程案のとおりでございます。また、開会前の議会運営委員会は、

２月16日金曜日に開催していただきたいと存じます。 

 なお、市長主催の代表者会議は、２月15日木曜日に予定されておりますので、お知らせいた

します。 

 以上でございます。 

○委員長（中島賢治君） お聞きのとおりでございます。 

 令和６年第１回定例会の招集日等については、会派内の周知をよろしくお願いをいたします。 

 

 以上で議会運営委員会を終了いたします。 

 なお、本会議の再開時刻は３時ちょうどといたしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（中島賢治君） それでは、再開は３時ちょうどといたします。御苦労さまでした。 

 

午後２時36分散会 

 


